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評価関係資料

プロジェクト研究課題名： レギュラトリーサイエンス新技術開発事業

予 算 要 求 担 当 課 名： 研究推進課

１．研究（課題・制度）の目的

（１）解決すべき問題点（ニーズ）及びその現在の状況

農林水産省においては、科学的データに基づいた食品安全行政を始めたばかりで

あり、農畜水産物の安全を確保するためには、危害要因に関する科学的なデータ整

備・解析等を行うとともに、さまざまな危害要因によるリスクを低減する技術を開

発し、生産現場で最適な技術体系を構築することにより、農畜水産物のリスクを低

減するための科学的・技術的基盤を構築することが不可欠である。

（２）本研究制度が解決しようとしている事項

農畜水産物の生産・流通・加工工程において、行政的に重要度が高いと考えられ

る危害要因を対象に、①危害要因に関する科学的データの整備と共通基盤技術の開

発、②リスク低減技術の開発、③リスク低減技術の体系化を行う。

（３）行政施策との連携

省内において、検討初期から消費・安全局との連携・協力のもと進めているとこ

ろである。

また、国の法令、上位計画等における位置付けは下記のとおりとなっており、ま

た、本研究成果については、消費・安全局が作成する「食品の安全を確保するため

の実施規範」などに反映され、生産者・流通業者・製造加工業者等に活用されるこ

ととなっている。

① 「食品安全基本法 （平成 年法律第 号）により、食品の安全の確保に」 15 48
ついて、国民の健康の保護が最も重要であるという基本認識の下に、国際的動

向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき、食品供給行程の各段

階において、必要な措置が講じられなければならないことが基本理念として位

置づけられていること

「 」（ ） 、② 長期戦略指針 イノベーション 平成 年６月閣議決定 においては25 19
早急に取り組むべき課題として 「食の安全・信頼の向上に資するシステムの、

導入」があげられていること

③ 「食料・農業・農村基本計画 （平成 年３月閣議決定）の「科学的原則に」 17
基づいた食品安全行政の推進の観点から、リスク管理措置を検討する上で必要

となるモニタリングやリスク低減技術の開発等を強化するため、産学官の連携

による調査研究を実施する」とされていること

④ 「農林水産研究基本計画 （平成 年３月農林水産技術会議決定）において」 17
も 「リスク評価やリスク管理に資する科学技術データを適正に比較・判断・、

予測して行政における規制・指導に活用するレギュラトリーサイエンスの確立

と、科学技術データに基づいたリスクコミュニケーション手法の確立が課題と

なっている」と位置付けられていること

（４）研究基本計画における位置づけ（該当する重点目標を記載）

Ⅱ１（３）①～④
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２．研究（課題・制度）の目標等

（１）研究目標

主要な農畜水産物の生産から流通・加工工程における重要な危害要因について、

リスク低減技術を開発し、安全な農畜水産物の供給を実現するためのリスク低減技

術の体系化を図る。

（２）研究成果による経済・社会への効果

農畜水産物の生産から流通・加工工程において危害要因に対する的確なリスク低

減技術を導入することにより、食品の危害要因によるリスクをトータルとして低減

することで社会に貢献する。また、各過程におけるリスク低減技術の効果と投入コ

ストを評価することで、低コストで最大の効果を挙げられる体系を確立することに

より、経済的な効果も明確である。

食品安全行政上必要なリスク低減技術については消費・安全局が作成する「食品

の安全を確保するための実施規範」などに反映され、生産者・流通業者・製造加工

業者等に活用されることとなっており、研究成果の活用方法は明確である。

３．研究制度の仕組み

（１）研究分野

・消費・安全局と農林水産技術会議事務局が、共同でレギュラトリーサイエン

ス推進計画を策定する。

・課題採択後の事業の進行管理、評価及び次年度の計画についても両局が共同

して行う。

（２）研究課題の要件（研究費、対象者、実施機関、補助率）

・研究費：１課題当たり 万円以内／年、定額3,000
・研究実施期間：原則３年以内

・対象者：独立行政法人、公立試験研究機関、大学、民間企業、農林漁業者等

・事業実施期間：平成 年度～平成 年度22 27

（３）進行管理体制

・レギュラトリーサイエンス推進計画に基づき、事業実施案を公募、審査会で

選定する。選定後、実施者と両局が詳細計画を調整の上決定し委託。

・両局課長クラスが共同プログラムオフィサーとなり、事業を進行管理。

・関係局、実施チームによる評価会議により、翌年の詳細計画を策定。

４．添付資料

別紙１ リスク管理措置の策定・実施におけるレギュラトリーサイエンス事業

の位置付け

事業の具体的なイメージ（食品安全に関する課題の例）別紙２



リスク管理措置の策定・実施における
レギュラトリーサイエンス新技術開発事業の位置付け

・化学的危
害要因

・生物学的
危害要因

情報収集 ・サーベイランス・モニタリング
実施計画を策定

・全体的な危害要因の含有
濃度分布の調査と対象食品
の絞込み

・危害要因の含有濃度と技
術・管理等の取組実態調査、
関連性の解析

・危害要因の含有濃度と安
全性向上措置の取組状況の
実態の調査

・複数の安
全性向上措
置案の策定

・現場にお
ける検証

リスク管理に必要な調査・研究の全体を俯瞰しつつ、行政機関が実施するサーベイランス・モニ
タリングと連携した研究が求められる特定の危害要因等について、レギュラトリーサイエンス推進計
画（具体的な研究課題等を含む）を策定し、本事業の対象とする

リスク管理措置の効果の継続的モニタリングや、是正措置の必要性、国際基準の動き、国内規
制の改正などの理由により、技術開発やデータの取得等が必要となった場合、研究要素の大小
に関わらず実施することができる

・海外の研究
データや実態
調査データの
収集・解析

食品安全、
植物防疫、
動物衛生に
おける危害
要因

管理措置

消費・安全局予算

技術会議予算

・分析方法等が確立していな
い危害要因の分析方法等の
開発・改良

・危害要因の動態解明及び
技術・管理が危害要因の動
態に及ぼす影響の研究

・技術・管理事項が危害要因
の含有濃度等に及ぼす影響
に関する研究

・安全性向上措置の効果・コ
ストに関する研究

安全性向上措置として検討すべき技術・管理等の絞込み

対象食品等に関わる安全性向上措置を絞込み

実態調査 研究開発

レギュラトリーサイエンス推進計画

別紙１
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危害要因：アクリルアミド

事業の具体的なイメージ（食品安全に関する課題の例）

・開発技術の実
行性の評価と措
置の実施の判定

・アクリルアミド含
有量低減のため
の指針のとりまと
め

・海外の研究
データや実態調
査のデータの収
集、解析

情報収集

公募課題例：アクリルアミド低減技術の開発

現状、背景
・近年、食品中にも含まれることが判明し、健康への
悪影響のおそれ

・国際的に、摂取量低減策を検討・実施中

・コーデックス委員会の実施規範が策定され、我が
国においても低減のための取組を提示する必要

各種食品について
実態調査

↓
・摂取寄与の大
きい食品の特定
・日本独自の食
品で寄与の大き
いものはないか

対象食品につ
いて生成機構
の解明

現在行われて
いる取り組み
と含有濃度を
関連付けて調
査

低減技術の
開発

研
究

実
態
調
査

レギュラトリーサイエンス推進計画

対象となる技術
等を絞り出す

調査内容の
強化

対象食品を
絞り出す

分析法の検証

管理措置等

別紙２
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評価関係資料

研究制度名： 地域活性化のための技術開発支援事業

予 算 要 求 担 当 課 名： 研究推進課

１．研究制度の目的

（１）解決すべき問題点（ニーズ）及びその現在の状況

「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の現場提案型及び「研

究成果実用化促進事業」は、平成20年度に創設され、これまで、地域の農林水

産分野における様々な課題に対応した試験研究の迅速な推進に寄与してきたと

ころである。

しかしながら、近年の地域試験研究を取り巻く状況は、研究開発における地

域の主体性の発揮や研究成果を普及・事業化へ効率的に結びるけるための取組

の強化がこれまで以上に強く求められてきている一方で、①競争的資金の活用

により研究者同士の弱い連携体制はあるものの、研究機関同士の連携が十分で

なく研究資源の利用効率が低い、②予算の大幅減少、若手研究者の大幅減少等

、 。が進展し 対応困難な品目・分野が出てきているなどの課題も顕在化している

また、イノベーション25や総合科学技術会議の提言等においては、これまで

以上に地域の競争的資金の充実強化を図る方向が示されているところである。

このため、これまでの「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」

の現場提案型と「研究成果実用化促進事業」を整理統合した上で、新たに「地

域活性化のための技術開発支援事業」を創設し、更なる地域主導の技術開発に

よる農林水産業発の地域活性化を推進する。

（２）本研究制度が解決しようとしている事項

本制度を導入することにより、

①現場や市場のニーズを的確に捉えた研究開発が行われるようになるととも

に、優れた研究開発の成果が生産現場への普及や民間企業による事業化に確実

に移行する。

②各研究機関の機能の相互補完や重複排除により、地域における限られた研究

資源の利用効率が飛躍的に向上する。

（３）行政施策との連携（関連する上位計画等）

①「食料・農業・農村基本計画 （平成17年３月閣議決定）においては 「農」 、

林水産基本計画の下で、競争的研究資金制度等を活用するなど、産学官の連携

を強化する。また、新技術の開発と平行して担い手による現地実証を行うなど

により生産現場のニーズに直結した新技術の開発と生産現場への導入・普及の

迅速化を図る」ことが明記されていること

②「農林水産研究基本計画 （平成17年３月農林水産技術会議決定、平成19」

年３月改訂）においては 「競争的研究資金制度の活用を積極的に推進する」、

ことが明記されていること

③「第３期科学技術基本計画 （平成18年３月閣議決定）においては 「競争」 、

的な研究開発環境の形成に貢献する科学研究費補助金等の競争的研究資金は、

引き続き拡充を目指す」と明記されていること

④「イノベーション25 （平成19年６月閣議決定）においては 「競争原則に」 、
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より研究の質を向上させるため、競争的資金の拡充に向けた取組を行う」こと

が明記されていること。

から、農林水産研究基本計画等上位計画との関連性は明確である。

２．研究制度の目標等

（１）研究目標（数値目標とその設定の考え方等）

本研究制度は、競争的研究資金であり、研究課題は公募によって決定される

ため、具体的な成果の内容が特定できない。このような性質上、成果指標とし

て特定の内容を設定できないが、事後評価において高い評価を受ければ研究開

発により本制度の趣旨に添った成果が得られたと判断できるため、研究制度全

般の目標としては、事後評価時に、概ね、当初計画を達成する課題割合80％以

上として設定する。

（２）研究成果による経済・社会への効果

本研究制度は、地域の生産現場に対応し、実用化が可能な課題を対象として

いる。

、 、これらの成果により 地方ベースでの農林水産施策推進上の重点課題の解決

地域で抱える共通課題の効率的・効果的な解決、地域経済の活性化等、その効

果は高い。

３．研究制度の仕組み

【研究分野の構成】

（１）地域発イノベーション創出型

地域の関係者が、研究開発から実用化に向けた現場実証試験まで切れ目なく

実施することにより、その成果をいち早く生産現場への普及や民間企業による

事業化に効率的に結びつけるための経費を支援する。

（２）地域研究機関連携強化型

県域を越えた役割分担を含む包括的かつ具体的な連携協定を策定した複数の

公的研究機関に対して、役割分担の下での実用技術開発や成果共有のための経

費を支援する。

【研究課題の要件】

（１）実施機関

産学官連携による地域の多様な組織（公立試験研究機関、大学、研究独法、

民間企業等）等から構成されるグループから、対象となる研究課題を公募し、

採択された案件に対し、委託研究を実施する。

（２）研究費

①地域発イノベーション創出型：36億円

②地域研究機関連携強化型：10億円

（ （ 、 ） ）その他 制度の評価・進行管理 成果の普及等の推進に関する経費 ：約２億円

（３）補助率：定額

【進行管理体制】

本研究制度では、

①学識経験者等からなる外部評価委員等による事前評価、中間評価、事後評価を
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行うことを通じ、適切な制度運営を図るとともに、プログラムオフィサーを配置

し、課題の選定、評価、フォローアップ等の一連の業務に一貫して対応する実施

体制とする。

②また、プログラムオフィサーによる研究進行管理等をアウトソーシングするこ

とや、関係行政部局との連携を強化（特に 「地域発イノベーション創出型」に、

おいては、採択課題のレベルを全国規模で一定に保つため、本省で全国の提案課

題を集約し、書類審査（１次審査）を実施した後、地域の実情に詳しい地方農政

局が、面接審査（２次審査 、採択課題の進行管理を実施 ）することを通じ、） 。

一層きめ細かな進行管理を可能とし、普及・実用化につながる成果が得られると

見込まれる課題は確実にその方向に誘導、そうでない課題は早めに見極め、早期

の軌道修正を行う等により、効率的な制度運営を図る。

４．添付資料

別紙 地域活性化のための技術開発支援事業の概要



地域活性化のための技術開発支援事業の概要

～ 地域の主体的な技術開発を支援するとともに、成果の効率的な活用を推進 ～

県域を越えた役割分
担を含む、包括的か
つ具体的な連携協定
の策定

委託先： 公設試、大学、研究独法、技術研究組合、民間企業、
普及組織、農協、農業生産法人等

委託内容： 地域の課題を解決するための研究開発・改良及び
その成果の開発実証試験

期間： ３年（５年まで延長可）

委託費： 3000万円以内／年

事業規模： 全国で50課題程度

採択プロセス： 農政局において申請受付及び二次面接審査を、
本省において一次書類審査を実施。

普
及
又
は
事
業
化

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
し
、
地
域
が
活
性
化

地域発イノベーション創出型

委託先： 公設試、大学、研究独法等

委託内容： 地域の課題を解決するための研究開発・改良。普
及組織等と組むことにより、成果の開発実証試験を行うことも可
能。

期間： ３年（５年まで延長可）

委託費： 5000万円以内／年

事業規模： 全国で10課題程度

採択プロセス： 本省において実施

応募要件： 技術開発グループに参画する公的研究機関による
連携協定の策定。当該協定が備えるべき内容については、技
術会議事務局長が予め提示。

評価項目： 計画の内容のほか、協定に基づく役割分担の深度
等を評価

メリット措置： 間接経費の上限を３５％に引き上げるほか、直接
経費を用いて、役割分担の下での委託研究の実施や、成果の
共有化のために必要な経費を支援。

地域研究機関連携強化型

大学

公設試

企業

生産法人

普及組織

研究独法

技術開発に係る多様な組織による連携の例

大学

公設試

Ａ県

大学

公設試 生産法人

普及組織

研究独法

企業

普及組織

Ｂ県

Ｃ県

「農
林
水
産
連
携
支
援
事
業
」
に
よ
り
配
置
さ
れ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
、
技
術
開
発
グ
ル
ー
プ
の
組
成
、
シ
ー
ズ
調
査
、

Ｆ
Ｓ
等
を
支
援

公的研究機関の機能の相互
補完や重複排除により、地域
における限られた研究資源の
利用効率が飛躍的に向上

生産現場や市場のニー
ズを的確に捉えた技術開
発が行われるとともに、優
れた成果が普及又は事
業化に確実に移行

中
核
機
関
を
中
心
と
し
て
技
術
開
発
グ
ル
ー
プ
を
組
成
し
、
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め
の
技
術
開
発
・実
証
計
画
を
提
案

別 紙
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